
双 葉 町
イノシシ等野生動物被害対策資材購入補助金

【 概 要 】
イノシシ等野生動物から双葉町内の自己の所有する家屋への被害防止のために要した
経費とします。
※イノシシ・ハクビシン・アライグマが対象となります。

【対象者】
１. 平成23年3月11日に双葉町に住所を所有し、家屋を所有していた世帯の世帯主
２. 平成23年3月11日に双葉町外に住所を有し、双葉町内に家屋を所有している方
３. １及び２の所有者から承継があった場合にはその承継者の世帯の世帯主

【助成経費】
補助金申請後に購入した資材（コンパネ／アニマルネット／トタン／金網／ワイヤー
メッシュ／電気柵（※別表設置基準）／忌避剤等の消耗品／※電気柵や資材を設置す
るための業者への委託費用は対象になりません。
※事業費用の２分の１(千円未満切捨て)（上限50,000円）
※年度内1回限り

※補助金決定通知日より以前に購入したものは補助金の対象になり
ません。

【問い合わせ・申し込み先】
〒974-8212 いわき市東田町2丁目19-4 双葉町役場農業振興課 TEL0246-84-5214

FAX0246-84-5212

【 手 順 】
①補助金の交付を希望される方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
②必要書類を添えて双葉町農業振興課へ申請してください。
③補助金交付決定通知書（町から申請者へ郵送いたします。）
④事業を完了したときは実績報告書を提出
⑤補助金の確定
⑥補助金の交付
※補助金交付要綱を必ずお読みください。



設 置 基 準

電気柵の種類 ・ソーラー式
・乾電池式
・バッテリー式

電気柵設置条件 ・「危険表示板」の設置をすること。
・設置した電気柵を適正に管理すること。

※設置した周辺の除草作業をするなどし、通電の妨げになるも
のは除去するよう管理すること。
・設置箇所の外周50～200cm程度を刈払い等で確保すること。
・有刺鉄線等「とげ」のあるものを電気さくの「さく線」または「アー
ス線」として使用することは厳禁です。

別 表

※電気柵の種類は上記の３種類のみ対象となります。
※危険防止のため、電気事業法関係法令によって設置方法が定められています。


